
シンワ株式会社

令和８年 １ 月 1 3 日 現 在

1

行 動 計 画
令和２年４月１日 から 令和７年３月31日まで

育児休業の取得率を次の水準以上にする
男性15％以上 女性75％以上目 標 １

業務の見直し、応援体制の整備により、年
次有給休暇の取得日数を増加させ、取得
実績を６日以上とする

目 標 ２

多様な働き方の整備目 標 ３

四国中央市
不織布製造業

労働者数３０５名

令和８年３月３０日認定

行動計画に対する取組状況

育児休業の取得率

男性62％ 女性100％取 組 状 況 １

年次有給休暇

年６日以上の取得100％取 組 状 況 ２

時差出勤制度
時短勤務制度 の整備

取 組 状 況 ３


